
 

平成２１年度・２２年度 

住宅用太陽エネルギー利用機器導入促進事業 

手続の手引き 

（平成２２年３月改訂） 

 

【太陽熱利用システムＢ編】  

公社に譲渡された環境価値についてグリーン熱証書の発行ができるもの 
 
 

 
 
 
 

  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
東京都地球温暖化防止活動推進センターとは 

   「地球温暖化対策の推進に関する法律」第２４条に規定され、地球温暖化防止活動の推進を図ることを目

的とする一般財団法人等の中から一つを、都道府県知事が指定するものです。 

東京においては、財団法人東京都環境整備公社が平成 20 年 2 月 4日に、東京都地球温暖化防止活動推進セ

ンターとしての指定を受け、同年 4月 1 日に活動を開始しました。 

 

（お問い合わせ先・申請書の提出先） 

財団法人東京都環境整備公社 

東京都地球温暖化防止活動推進センター 

（愛称：クール・ネット東京）  
〒１６３－８００１  

東京都新宿区西新宿２－８－１ 東京都第二本庁舎１６Ｆ 

ＴＥＬ：０３－５３８８－３４７２ 

Eメール：tccca@kankyo.metro.tokyo.jp 

ホームページ：http://www.tokyo-co2down.jp/taiyo/ 
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Ⅰ はじめに 

 

《住宅用太陽エネルギー利用機器導入促進事業とは》 

 
住宅用太陽エネルギー利用機器導入促進事業（以下「本事業」という。）とは、財団法人東京

都環境整備公社（以下｢公社｣という。）が、平成２１年度及び平成２２年度において、都内の住宅

に住宅用太陽エネルギー利用機器を設置する方に対して、その経費の一部を補助することにより、

都内の住宅への太陽エネルギー利用機器の導入を促すとともに、補助金の交付条件として、補助

金の交付を受けた太陽エネルギー利用機器が生み出す環境価値のうち、設置した住宅において使

用された電力量又は熱量に相当する１０年分の環境価値の譲渡を受け、その一部を、グリーンエ

ネルギー証書として発行することで再生可能エネルギーの利用拡大を進めることを目的とするも

のです。 
この事業の実施については、住宅用太陽エネルギー利用機器導入促進事業補助金交付要綱（以

下、「補助金交付要綱」という。）に基づいて行われますので、本事業に応募される方は、「補助金

交付要綱」をご一読いただき、その内容を十分理解した上で、手続を行ってください。 

 
 

《補助金交付対象システム種別》 

 

本事業に係る補助金交付要綱はひとつですが、補助金の交付対象システムの種類によって、手

続の手引きは３つに分かれています。本手引きは、太陽熱利用システムＢを対象としたもので

すので、ご注意下さい。 

 

要綱 手続の手引 対象システム 補助単価 

住
宅
用
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
利
用
機
器 

導
入
促
進
事
業
補
助
金
交
付
要
綱 

太陽光発電システム 太陽光発電システム 100,000 円/ｋＷ 

太陽熱利用システムＡ 

（公社に譲渡された環境価値につい

てグリーン熱証書の発行ができない

もの） 

ソーラーシステム 16,500 円/㎡ 

太陽熱温水器 9,000 円/㎡ 

太陽熱利用システムＢ 

（公社に譲渡された環境価値につい

てグリーン熱証書の発行ができるも

の） 

ソーラーシステム 33,000 円/㎡ 
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《事業スキーム》  

グリーンエネルギー
認証センター

都民等
（財）東京都環境整備公社

（東京都地球温暖化防止活動推進センター）

東京都

企業等

①出えん金
　90億円（2年分）

③補助金交付

④環境価値
　の譲渡(10年分）

⑤環境価値量
　の認証申請

⑥環境価値量
　の認証

⑧購入費用⑦グリーン電力
　（熱）証書

環境価値 基金

②補助金申請

検
針
機
関

環境価値
量の検針

環境価値
量の報告

太陽エネルギー
利用機器の設置

 

 

《事業の流れ》  
 
(1)  都の出えん金による基金造成 

 都は、補助金交付事業の原資を公社に出えん 

 公社は、この出えん金により基金を造成 

 

(2)  基金を活用した補助事業の実施 

 公社は、基金を原資として、都内の住宅に太陽エネルギー利用機器を導入した者に対

して、その経費の一部を補助 

 補助金交付の条件として、設置者は、設置した太陽エネルギー利用機器が生み出す環

境価値※１のうち、設置した住宅において使用された電気量又は熱量に相当する１０年

分の環境価値を公社に譲渡 

※１ 「環境価値」とは、再生可能エネルギーを変換して得られる電気又は熱が有する地球温暖化及びエ

ネルギーの枯渇の防止に貢献する価値をいう。 

 

(3)  グリーン電力（熱）証書の発行 

 公社は譲渡された環境価値のうち、グリーン電力(熱)証書の発行が可能なものについ

て、毎年の環境価値の量を把握 

 環境価値の量をグリーンエネルギー認証センター※２による認証の上、グリーン電力

(熱)証書を発行 

※２ 「グリーンエネルギー認証センター」とは、再生可能エネルギーが持つ「環境価値」についての認

証を行う、需要家や事業者、学識経験者、NGO・NPO からなる、中立な第三者機関である。 

 

(4)  グリーン電力（熱）証書の販売 

 公社は企業等へグリーン電力(熱)証書を売却し、企業等へ売却した代金は、平成２３

年度以降の太陽エネルギー利用拡大策に活用 
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Ⅱ 手続きについて 

 

１ 手続きの流れ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（財）日本エネルギー経済
研究所（グリーンエネル

ギー認証センター）

（財）東京都環境整備公社
（地球温暖化防止活動推

進センター）

補助金申請者
（手続代行者）

環境価値の認証 受付・審査・交付 太陽熱利用システム設置

必要書類

申請前

申請受理月

申請受理後

年度末頃

太陽熱設置完了

（平成21～22年度）

補助金申請

補助金交付申請書

（兼設置完了報告書）

（実印）

印鑑証明書（原本）

住民票/登記簿謄本

（原本）

設置完了証明書

積算熱量計の写真

（２枚）

積算熱量計の

設置場所見取り図

設置承諾書

受理

見積もり

契約

設備認定申請受理

設備認定

（設備認定番号の送付）

受領

必要書類Ｂの

送付依頼

受領

積算熱量計の写真撮影

積算熱量計の写真

（2枚）

積算熱量計

の撮影記録表
受理

交付決定

（交付決定通知書の送付）

補助金の支払い 受領

受領

工事請負契約書（写）

必要書類A

（個人戸建住宅のとき）

必要書類B

自家消費熱量の検針グリーン熱量認証申請グリーン熱量認証

シリアル番号の送付 グリーン熱証書の発行

必要書類Ｂが送付されない

場合は、補助金は交付されま

せんので、ご注意ください。

必要書類Ｂの送付

領収書（写）

審査

審査

自家消費熱量の検針は、公社

が指定する調査員が検針します

ので、申請者自ら報告する必要

はありません。

但し、検針時において熱量計の

故障など、検針が正しく出来な

かったときには、自家消費熱量

を測定するために必要な資料の

提出をお願いする場合がありま

す。
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２ 申請者（補助金の交付対象者） （補助金交付要綱第３条参照） 

 
公社が定める要件に適合する太陽熱利用システム（以下「対象システム」という。）を都内の

住宅に設置した方で、対象システムを所有している方（以下「補助事業者」という。）が補助金

交付の対象となります。 
対象システムが、その設置をした建物の区分所有者全員の共有に属する場合には、当該建物

における、建物の区分所有等に関する法律（昭和３７年法律第６９号）第２５条第１項の管理

者又は同法第４７条第２項の管理組合法人が補助事業者となります。 
 国及び地方公共団体は、補助金交付の対象とはなりません。 

 
＊ 申請者は個人、法人を問いません。 
＊ 都内にお住まいでない方であっても、都内の住宅に対象システムを設置した場合は、申

請可能です。 
＊ 対象システムが、その設置をした建物の区分所有者全員の共有に属する場合で、補助金

の交付申請の際に、補助事業者である管理者が選任されていないとき、又は管理組合法

人が設立されていないときは、対象システムを設置した建物の管理業務を委託された者

が、当該管理者又は管理組合法人に代わって、申請に係る手続を行うことができます。

ただし、この場合においては、当該建物の管理業務を委託された者は、全ての区分所有

者から当該建物の管理業務の委託を受けたことを証明する書類の写し及び本補助金の交

付申請を行うことに係る全ての区分所有者の同意書の写しを、公社理事長（以下「理事

長」という。）に提出しなければなりません。 

 

３ 対象システム （補助金交付要綱第４条参照） 

 
対象システムは、以下の要件に適合するものです。 

 

(1)  給湯用の強制循環式ソーラーシステム（集合住宅にセントラル方式で設置する場合には、

給湯用及び暖房用の強制循環式ソーラーシステムを含む。）であること。 

(2)  水式の強制循環式ソーラーシステムであること。 

(3)  財団法人ベターリビングの優良住宅部品（ＢＬ部品）認定を受けたもの（集合住宅に設置

する場合には、財団法人ベターリビングの優良住宅部品（ＢＬ部品）認定に準じた性能を持

つもので公社が認めるものを含む。）であること。 

(4)  都内の住宅に新規に設置されたもの（既存のシステムの一部として増設されたものを含ま

ない。）であること。 

(5)  集熱器を設置した住宅において、生み出された熱が、当該住宅の住居の用に供する部分で

使用されていること。 

(6)  平成２１年４月１日から平成２３年３月３１日までに設置が完了したものであること。 

(7)  未使用品であること。 

(8)  設置した住宅において使用された熱量を計測する積算熱量計を住宅用太陽エネルギー利用

機器導入促進事業積算熱量計設置ガイドライン（平成 20 年 3 月 19 日付 20都環公総地第 267   

号）により設置したものであること。 

(9)  補助事業者の所有に属さない住宅に設置される場合には、当該対象システムの設置に関し

て当該住宅所有者の承諾を得られたものであること。 
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＊ 財団法人ベターリビングの優良住宅部品（ＢＬ部品）認定を受けたもの以外のシステム

を集合住宅に設置する場合には、あらかじめ公社に御相談ください。 
＊ 本事業による補助対象は、都内の住宅に新規に設置し、集熱器を設置した住宅において、

生み出された熱が当該住宅の住居の用に供する部分で使用され、公社に譲渡する環境価

値の量（自家消費熱量）が正しく計測できるシステムです。 
既存のシステムに増設した場合や集熱器を熱の使用場所ではない住宅又は事業用建物等

に設置し、熱を使用場所に引き込む場合は、補助対象となりません。 
 

４ 補助金の額 （補助金交付要綱第５条参照） 

 

１㎡当たり３３，０００円に、対象システムを構成する集熱器の面積（㎡表示とし、小数

点以下２桁未満については四捨五入）を乗じて得た額とします。また、額に百円未満の端数

が生じたときは、これを切り捨てます。 

ただし、補助金の交付額の上限は、補助対象経費から対象システムに対し国及び区市町村

が交付する補助金の額を控除した額又は戸建住宅に設置した場合にあっては１，０００，０

００円、集合住宅に設置した場合にあっては１，０００，０００円に当該住宅の総戸数を乗

じて得た額のいずれか小さい額とします。 

 
＊ 本事業における集合住宅の要件は、以下のとおりです。 
○ 対象システムを設置した住宅が、壁や床で区分され独立した複数の住戸からなる建物の

場合 
○ 対象システムを設置した住宅が、住戸及び壁や床で区分され独立した店舗・事務所等か

らなる建物の場合 
 

 （例） 
○ 戸建住宅に 6㎡の太陽熱利用システムＢを設置した場合 

  ・6 ㎡×33,000 円=198,000 円  補助金交付額は１９万８千円（上限１００万円） 

○ 戸建住宅に 33 ㎡の太陽熱利用システムＢを設置した場合 

  ・33 ㎡×33,000 円=1,089,000 円  補助金交付額は１００万円（上限１００万円） 

○ 集合住宅（総戸数 100 戸）に 100 ㎡の太陽熱利用システムＢを設置した場合 

  ・100 ㎡×33,000 円=3,300,000 円  補助金交付額は３３０万円（上限１億円） 

 

５ 申請受付期間 （補助金交付要綱第６条参照） 

 
平成２１年４月１日から平成２３年３月３１日まで。 
ただし、予算の範囲を超えた日をもって、申請の受付を停止します。 
 
＊ 上記期間に申請書を先着順に受け付けたものについて、審査の対象とします。 
＊ 予算の範囲を超えた日に複数の申請書が提出された場合は、提出された申請書の中で抽

選を行います。 
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６ 手続代行者 （補助金交付要綱第９条参照） 

   
申請者は、補助金交付の申請に係る手続の代行を、対象システムを販売する者に対して依頼

することができます。 
この場合、申請書類等について公社から申請者に質問や依頼がある際には、公社は手続代行

者に連絡をします。 
 
＊ 公社は、手続代行者が補助金交付要綱の規定に従って手続を遂行していないと認めると

きは、当該手続代行者の代行の停止を求め、以後、当該手続代行者による申請は受け付

けませんので御注意ください。 

７ 申請方法 （補助金交付要綱第７条参照） 

 
当該補助事業への申請は、次の手順に従って行ってください。 

 

(1) 申請者、又は申請者から依頼された手続代行者は、以下のホームページにアクセスし、申請

に必要な様式をダウンロードし、必要事項の入力を行う。 

http://www.tokyo-co2down.jp/taiyo/ 
＊ インターネットをご利用できない場合は、補助金交付要綱中の太陽熱利用システムＢ補

助金交付申請書（兼設置完了報告書）（以下「申請書」という。）を複写し、手書きで御

記入いただいてもかまいません。その場合は、黒色のボールペンで丁寧に記入をして下

さい。鉛筆等ボールペン以外で記入したもの、黒色以外のペンで記入したものについて

は、受け付けできません。 

＊ 申請書は、申請者の別により「個人用」(様式―熱Ｂ第１号)、「法人用」（様式―熱Ｂ第

２号）、「マンション管理組合用」(様式―熱Ｂ第３号)に分かれていますので、御注意く

ださい。 

 
(2) 申請書に押印(実印)の上、その他の必要書類Ａ（８ページ参照）とともに公社へ送付する。 

＊ 窓口は大変込み合いますので、申請書の提出は、原則郵送でお願いします。 

＊ 1 件の申請につき、一通の封書で送付してください。 

＊ 封筒の表に、「太陽熱Ｂ・必要書類Ａ在中」と赤字で記入してください。 

 

(3) その後、公社から申請者に改めて必要書類Ｂ（９ページ参照）の送付依頼があるので、必要

書類Ｂを速やかに公社へ送付する。 

＊ 公社は、申請者から必要書類Ａを受け付け、審査した後、グリーンエネルギー認証セン

ターに、当該設備について、グリーン熱設備認定の申請を行います。グリーンエネルギ

ー認証センターから公社に設備認定番号の通知が届いた後、公社から申請者に改めて必

要書類Ｂの送付依頼を行います。 

＊ 1 件の申請につき、一通の封書で送付してください。 

＊ 封筒の表に、「太陽熱Ｂ・必要書類Ｂ在中」と赤字で記入してください。 
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(4) 公社は、必要書類を受け付けた後、審査し、交付決定を行う。交付決定後、申請者に補助金

交付決定通知書（兼補助金額確定通知書）を送付し、申請者の口座に補助金の支払いを行う。 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
（封筒記入例） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（申請書の送付先） 

〒１６３－８００１  

新宿区西新宿２－８－１ 東京都第二本庁舎１６Ｆ 

 

東京都地球温暖化防止活動推進センター 

太陽エネルギー補助金 担当 
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８ 申請に必要な書類 （補助金交付要綱第７条参照） 

 

□ 必要書類Ａ 

太陽熱利用システムＢ補助金交付申請書（兼設置完了報告書）個人用（様式―熱Ｂ第１号）、

法人用（様式―熱Ｂ第２号）又はマンション管理組合用（様式―熱Ｂ第３号）に以下の必要書

類を添付してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊ 様式―熱共通第１号の太陽熱利用システム設置完了証明書は、両面印刷をし、提出して

ください。 
＊ 「印鑑証明書」「住民票」「建物の登記簿謄本（全部事項証明書又は現在事項証明書）」は、

管理者又は管

理組合法人

戸建住宅 集合住宅 戸建住宅 集合住宅 集合住宅

1
太陽熱利用システム設置完了証
明書（様式―熱共通第１号）

1 ○ ○ ○ ○ ○

2
申請者の印鑑証明書（発行後３
箇月以内のもの）

1 ○ ○ ○ ○ ○

4
対象システムの設置状態を示す
写真

2 ― ○ ― ○ ○

5
対象システムのシステムフロー
図

2 ― ○ ― ○ ○

6
対象システムを設置した集合住
宅の総戸数が確認できる書類

1 ― ○ ― ○ ○

7
設置完了後に撮影した積算熱量
計の写真

2 ○ ○ ○ ○ ○

8 積算熱量計の設置場所見取り図 1 ○ ○ ○ ○ ○

9
対象システムの設置に係る工事
請負契約書の写し

1 ○ ○ ○ ○ ○

10
対象システムの設置に係る領収
書の写し

1 ○ ○ ○ ○ ○

11
設置承諾書（様式―共通第１
号）（設置した住宅が自己所有
でない場合）

1 ○ ○ ○ ○ ―

12 法人の寄附行為又は定款 1 ― ― ○ ○ ―

13 管理規約の写し 1 ― ― ― ― ○

14

対象システムの設置に係る
決議書又はこれに代わるも
の

1 ― ― ― ― ○

― ―

建物の登記簿謄本（全部事項証
明書又は現在事項証明書）（発
行後３箇月以内のもの）

1 ○ ○ ○ ○

3

住民票（発行後３箇月以内のも
の）

1
(1)住民票
　補助事業者が対象シ
ステムを設置した住宅
に居住している場合

(2)建物の登記簿謄本
　(1)以外の場合

― ―

必要書類
部
数

補助事業者種別

個人 法人
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原本を提出してください。（写しは不可）また、公社が受け付けた日（窓口への到着日）

に発行後３箇月以内のものが必要です。 
＊ 「対象システムのシステムフロー図」は、図中に積算熱量計及び積算熱量計設置ガイド

ラインに示す積算熱量計で計測する給水温度（低温）、貯湯タンクからの出湯温度（高温）

及び流量の計測ポイントを明示してください。 
＊ 「対象システムを設置した集合住宅の総戸数が確認できる書類」とは、当該集合住宅の

建築計画書の写しや、マンションの販売用チラシなど、総戸数が確認できるものです。 
＊ 「設置完了後に撮影した積算熱量計の写真」は、メーターの指示値、型式承認番号、製

造番号、有効期限がはっきりわかるように撮影してください。戸建住宅に設置する積算

熱量計は、基準適合品又は検定品であることが必要です。 
＊ 「積算熱量計の設置場所見取り図」は、添付資料サンプル３（２４ページ参照）を参考

に作成してください。設置場所見取り図は手書きでも構いません。 
＊ 「対象システムの設置に係る領収書の写し」は、申請者が対象システムを購入したこと

がわかるよう明記されたものである必要があります。補助対象システム以外の費用が含

まれ、領収書の総額が、太陽熱利用システム設置完了証明書に記入した太陽熱利用シス

テム補助対象経費内訳の総額を上回っていてもかまいません。（銀行振込証は認めませ

ん。） 
 

□ 必要書類Ｂ 

必要書類Ａ送付後、公社から改めて必要書類Ｂの送付依頼が来た後、以下の必要書類を提出し

てください。 
 
 

 
 
 
 
 

＊ 「公社が指定する月に撮影した積算熱量計の写真」は、メーターの指示値、型式承認番

号、製造番号、有効期限がはっきりわかるように撮影してください。 
 

９ 事前仮申請 （補助金交付要綱第８条参照） 

   
集熱器面積が５０㎡以上の太陽熱利用システムを設置する場合は、太陽熱利用システムの設

置完了前に、様式―熱共通第２号の太陽熱利用システム事前仮申請書を提出することができま

す。 

 事前仮申請については、補助金交付申請時において補助事業者となる方又は対象システムを

設置する住宅の建築主、売主、若しくは販売の委託を受けた業者が行うこととします。 
 

＊ 事前仮申請の実施は、任意です。 
＊ 事前仮申請の実施は、補助金交付の申請受付及び補助金の交付決定に関して、優先的な

扱いを認めるものではありません。 
＊ 補助事業者以外の方が、事前仮申請を行う場合は、当該補助事業との関係について説明

した資料を提出してください。 

管理者又は管

理組合法人

戸建住宅 集合住宅 戸建住宅 集合住宅 集合住宅

1
積算熱量計の撮影記録表（様式
―熱Ｂ第４号）

1 ○ ○ ○ ○ ○

2
公社が指定する月に撮影した積
算熱量計の写真

2 ○ ○ ○ ○ ○

必要書類
部
数

補助事業者種別

個人 法人
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１０ 補助金交付の決定及び支払い等 （補助金交付要綱第１１条、第１２条参照） 

 
補助金の申請書を受理したときは、公社は、その内容の審査及び必要に応じて行う現地調査等

により、補助金の交付を決定し、補助額の確定を行います。その後、補助事業者に対しその結果

を通知するとともに、速やかに補助事業者に対して補助金の支払いを行います。 
 

１１ 補助金交付の条件 （補助金交付要綱第１０条参照） 

 
補助金の交付の決定に当たっては、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる条件が課

されます。以下の条件を御理解いただき、承諾した場合のみ補助金の申請を行ってください。 

 

(1) 補助事業者は、補助金の交付を受けた対象システムが生み出す環境価値のうち、設置した住

宅において使用された熱量に相当する１０年分の環境価値（補助金交付の申請を受け付けた日

（以下「補助金交付申請日」という。）から、その日の属する年度から起算して１０年度目の

３月３１日までの環境価値とする。）を公社に無償で譲渡すること。ただし、対象システムで

ある太陽熱利用システムＢに、新たな集熱器又は蓄熱槽を対象システムの一部として増設した

場合は、増設分を含めた太陽熱利用システムＢが生み出す環境価値のうち、設置した住宅にお

いて使用された熱量に相当する環境価値を公社に無償で譲渡すること。 

(2) 補助事業者は、(1)により譲渡した環境価値については、第三者に重複して譲渡をしてはな

らない。 

(3) 補助事業者は、（1）により譲渡した環境価値について、当該環境価値を補助事業者が引き続

き所有していると誤解を受けるような表現又は主張をしてはならない。ただし、当該環境価値

を生み出した太陽エネルギー利用機器を補助事業者が所有しているという表現又は主張につ

いてはこの限りではない。 

(4) 補助事業者は、(1)により譲渡した環境価値について、返還を求めないものとする。 

(5) （4）の規定にかかわらず、補助事業者は、補助金の交付決定が取り消された場合は、当該

取消日以前の環境価値について、返還を求めないものとする。 

(6) 補助事業者又は手続代行者は、公社から要求を受けたときは、都内の住宅に住宅用太陽エネ

ルギー利用機器を設置する者に対して、その経費の一部を補助することにより、都内の住宅へ

の太陽エネルギー利用機器の導入を促すとともに、補助金の交付条件として、補助金の交付を

受けた太陽エネルギー利用機器が生み出す環境価値のうち、設置した住宅において使用された

電力量又は熱量に相当する１０年分の環境価値の譲渡を受け、その一部を、グリーンエネルギ

ー証書として発行することで再生可能エネルギーの利用拡大を進めるという本事業の目的を

達成するために必要な資料及び情報等を、公社の指定する期日までに公社に提供すること。 

(7) 補助事業者は、公社又は公社の指定する者が対象システムの稼働状況の調査又は対象システ

ムに設置され積算熱量計の検針等を行う場合は、当該調査等に協力すること。 

 
 

１２ 対象システムの管理、報告 （補助金交付要綱第１３条参照） 

 
補助事業者は、以下のとおり対象システムの管理を行い、(2)又は（3）に該当する場合には、

公社へ報告を行ってください。 
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(1) 補助事業者は、対象システムについて、補助金交付申請日から、その日の属する年度から起

算して１０年度目の３月３１日まで、善良なる管理者の注意をもって管理し、必要なメンテナ

ンスを行うなど、最適な状態で利用できるように努めること。この場合において、補助事業者

は、対象システムに故障等不具合が生じたときは、速やかに修理又は改善措置をとること。 

(2) 補助金交付申請日から、その日の属する年度から起算して１０年度目の３月３１日までに、

対象システムの所有者の変更が生じた場合は、所有者の変更が生じた日から３０日以内に、新

たな所有者は、様式―共通第２号の対象システム所有者変更届を理事長に提出すること。この

場合において、補助事業者における補助金の交付に伴う義務はすべて新たな所有者に移転する。 

(3) 補助事業者は、補助金交付申請日から、その日の属する年度から起算して８年度目の１０月

３１日までに、対象システムである太陽熱利用システムＢの積算熱量計の交換を行った場合は、

交換をする直前の積算熱量計及び交換直後の新たな積算熱量計の写真を撮影し、交換をした日

から３０日以内に、様式―熱Ｂ第５号の積算熱量計変更届に各積算熱量計の写真２部を添付の

上、理事長に提出すること。 

 

＊ 補助事業者は、対象システムの所有権を移転させる場合には、新たな所有者に対して、

本事業の目的及び本補助金の交付に伴う義務や条件について十分に説明をしてください。 
 
１３ 処分の制限 （補助金交付要綱第１４条参照） 

 

補助事業者は、以下のとおり対象システムの処分について、制限がありますので、御注意くだ

さい。 

 

(1) 補助事業者は、補助金交付申請日から、その日の属する年度から起算して１０年度目の３月

３１日まで、対象システムの廃棄又は設置場所の変更をしてはならない。 

(2) (1)の規定にかかわらず、補助事業者は、補助金交付申請日から、その日の属する年度から

起算して１０年度目の３月３１日までの間に、対象システムの廃棄又は設置場所の変更をする

場合は、あらかじめ、様式―共通第３号の処分報告書を、理事長に提出しなければならない。 

 
１４ 交付決定の取消し及び補助金の返還 （補助金交付要綱第１４条、第１５条、第１６条

参照） 

 
補助事業者は、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消された場合には、以下のとおり交付

を受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならないので、御注意ください。 

 
(1) 補助事業者が、対象システムの廃棄又は設置場所の変更をしたときは、公社は補助金の交付

決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、天災地変その他補助事業者の責に帰す

ることのできない理由により、やむを得ず、対象システムの廃棄又は設置場所の変更をした場

合は、この限りでない。 

(2) 補助事業者が偽りその他不正の手段により補助金の交付の決定を受けたとき、補助金の交付

の決定の内容若しくはこれに付した条件その他法令に違反し、又は補助金交付要綱に基づく公

社の請求に応じなかったときは、公社は補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことが

できる。 
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(3) 補助事業者は、公社が(1),(2)の取消しをした場合は、公社の請求に応じ、公社が定める期

日までに、交付を受けた補助金の全部又は一部を返還しなければならない。 

(4) 公社は、(2)の取消しに基づく返還を請求した場合は、その請求に係る補助金の受領の日か

ら納付の日までの日数に応じて、当該補助金の額（その一部を納付した場合については、既納

付額を控除した額）につき、年利１０．９５パーセントの割合で計算した加算金の納付を併せ

て請求するものとする。 

(5) 補助金の支払い確定後、当該補助金の額が、補助対象経費から対象システムに対し国及び区

市町村が交付する補助金の額を控除した額を超えたことが判明した場合は、公社は、期限を定

めて、当該超過額の返還を請求するものとする。 

(6) 公社は、補助金の返還を請求した場合に、補助事業者がこれを定められた納期日までに納付

しなかったときは、補助事業者に対して、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その

未納付額につき、年利１０．９５パーセントの割合で計算した延滞金の納付を併せて請求する

ものとする。 

 
１５ 個人情報の取り扱い（補助金交付要綱第１７条参照） 

 

公社は、本事業の実施に関して知り得た補助事業者の個人情報については、東京都住宅用太

陽エネルギー利用機器導入対策事業の目的を達成するために必要な範囲において、東京都及び

財団法人日本エネルギー経済研究所グリーンエネルギー認証センターに提供するほか、国が行

う住宅用太陽光発電導入支援対策費補助事業及び区市町村が行う住宅用太陽エネルギー利用機

器の設置に係る補助事業にかかわる目的にのみ使用します。 

また、公社は、第１１条の規定による補助金の額の確定又は前条第３項の規定による超過額

の確定に必要な範囲において、補助事業者が国等から交付される補助金額に係る情報を国等と

協議の上、当該国等から収集します。 

 上記及び法令に定められた場合を除き、公社は、本事業の実施に関して知り得た補助事業者

の個人情報について、本人の承諾なしに、第三者に提供することはありません。 
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Ⅲ 参考 

 

《グリーン熱証書制度とは》 

 

太陽熱・バイオマス・雪氷等の再生可能エネルギーによって生成された熱は、「熱そのものの価

値」に加えて、地球温暖化及びエネルギーの枯渇の防止に貢献する価値、すなわち「環境価値」

を有します。グリーン熱証書制度は、この環境価値分を証書化し、市場で取引可能にした制度で

す。 
グリーン熱を利用したい企業等は、再生可能エネルギー熱生成施設を持たなくても、グリーン

熱証書を購入することにより、グリーン熱を利用したとみなすことができます。また、グリーン

熱証書の発行に伴う収益が、再生可能エネルギーの供給サイドに流れることで、再生可能エネル

ギー熱生成設備の継続的な運転及び再生可能エネルギーの利用拡大につなげていくことができま

す。 
 
 

 
① 熱生成設備が「環境価値」を生み出す設備かどうか、グリーンエネルギー認証センターが審査し、
グリーン熱設備として認定。 

② 認定を受けた熱生成設備がグリーン熱を生成。 
③ 生成されたグリーン熱のうち、「熱そのものの価値」部分は熱生成設備内で自家消費されたり近隣
の施設に供給される。 

④ 生成されたグリーン熱のうち、「環境価値」部分はグリーン熱証書発行事業者が引き取る。 
⑤ グリーン熱証書発行事業者は、引き取った「環境価値」が認定された設備から正しく生成されたか
どうか、グリーンエネルギー認証センターの審査・認証を受ける。 

⑥ グリーン熱証書発行事業者はグリーンエネルギー認証センターによって認証を受けた「環境価値」
をグリーン熱証書としてグリーン熱証書購入者に発行する。 

⑦ グリーン熱証書の購入者は、グリーン熱証書を購入することにより、グリーン熱を使用したとみ

なすことができる。 

 

 

グリーンエネルギー認証センター 

（財団法人日本エネルギー経済研究所） 
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（
太
陽
熱
利
用
シ
ス
テ
ム
設
置
者
な
ど
） 

 

グリーン熱証書発行事業者 

グ
リ
ー
ン
熱 

証
書
購
入
者 

証
書
を
購
入
す
る
こ
と
で

グ
リ
ー
ン
熱
を
利
用
し
た

と
み
な
さ
れ
る 

①設備認定 

② 

③ 自家消費 

熱そのものの価値 

④環境価値 

⑤認証 

証書化 

環境価値 グリーン熱証書 

⑥発行 

⑦ 

グリーン熱 

 

熱

熱
生
成 

熱

ボ
イ
ラ
ー
等  

③ 熱供給 

熱利用 

近隣施設 

【グリーン熱証書制度のしくみ】 

化石燃料を利用し

て生成した熱 
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《住宅用太陽熱利用システムが生み出す環境価値とは》 

 
住宅用太陽エネルギー利用機器導入促進事業では、補助金の交付条件として、補助金の交

付を受けた太陽熱利用システムが生み出す環境価値のうち、設置した住宅において使用され

た熱量に相当する１０年分の環境価値を公社に無償で譲渡することを設置者に求めています。 
太陽熱利用システムによって生み出され、家庭で利用された熱には、「熱そのものの価値」

に加え、地球温暖化及びエネルギーの枯渇の防止に貢献する価値、すなわち「環境価値」が

含まれています。 
これまで太陽熱利用システムを設置すると、どれくらいの光熱費が削減されるのかについ

てはアピールされてきましたが、どれくらいの環境価値が生み出されているのかについては、

計測の難しさなどもあり、あまり注目されていませんでした。 
太陽熱を効率的に利用することで、快適性を損なわず、家庭におけるガスや灯油などの化

石燃料の消費を抑え、温暖化ガスの削減に大きく貢献します。 
太陽熱を熱源とするグリーン熱証書とは、この太陽熱利用の環境価値を証書化し、市場で

取引可能にしたものです。 
住宅用太陽エネルギー利用機器導入促進事業では、公社に譲渡していただいた環境価値を、

公社がグリーン熱証書として企業等に販売することで、そこから生み出される収益を更なる

太陽熱の利用拡大支援策に活用していきます。 
 

【太陽熱利用システムにおける環境価値イメージ】 

環環境境価価値値  

熱熱のの価価値値  

家庭で利用 

 

太陽熱利用量 

 

太陽熱利用シス

テムの稼動に必

要な電力など 

太陽熱利用シス

テムが生み出す

環境価値量 

太陽熱利用システム及びグリーン熱量を測

定する積算熱量計を設置した住宅 

太陽熱利用システムが生み

出す環境価値（家庭で利用

された熱量に相当する）を

公社に譲渡 



(様式―熱Ｂ第１号)

平成 年 月 日
財団法人　東京都環境整備公社　理事長   殿

太陽熱利用システムＢ 個人用
補助事業番号
（公社使用）

22 5 20

住宅用太陽エネルギー利用機器導入促進事業
太陽熱利用システムＢ補助金交付申請書（兼設置完了報告書）（個人用）

　財団法人東京都環境整備公社が定める「住宅用太陽エネルギー利用機器導入促進事業補助金交付
要綱」第７条第１項に基づき、下記のとおり申請します。

記

（申請者）

住　所
〒１６３－８００１

新宿区西新宿２－８－１
フリガナ トウキョウ　タロウ

氏　名 東京　太郎

電話番号 ０３－１２３４－５６７８ 申

記 入 例 東
京

捨印(実印）を押してください。法人用、マンション

管理組合用の申請書も同様です。

対象システム設置完了日以降の日付を記入してください。（郵送の場合は

投函日、受付窓口に持参する場合には持参する日を記入してください）

実印を押してください。

申請者の現在お住まいの住所を記入

してください。東京都外でも、対象シス

テムの設置場所住所と異なっていて

もかまいません。

電話番号 ０３－１２３４－５６７８ 申
請
者
実
印

ＦＡＸ番号＊ ０３－１２３４－５６７0

Ｅメールアドレ
ス＊ tokyohanako@×××.jp

＊のマークが付いている項目の記入は任意です。

（手続代行者）
対象システムを販売する方が手続を代行する場合は、下記枠線内も記入してください。
その場合、公社からの提出書類等の確認に関する連絡は、手続代行者に行います。

住　　所
〒１３５－００５２

江東区潮見1-3-2
フリガナ カブシキガイシャ　○×○×

会社名 株式会社　○×○×

代表者
役職・氏名 東京東店店長　太陽　進

担当者部署名 営業部

フリガナ タイヨウ　ゲンキ

担当者名 太陽　元気

電話番号 ０３－１１１１―１１１１ 手
続
代
行
者

代
表
者
印

ＦＡＸ番号 ０３―２２２２―２２２２

Ｅメールアドレ
ス solargenki@○○○.com

（公社使用欄）

記 入 例 東
京

捨印(実印）を押してください。法人用、マンション

管理組合用の申請書も同様です。

対象システム設置完了日以降の日付を記入してください。（郵送の場合は

投函日、受付窓口に持参する場合には持参する日を記入してください）

東
京

実印を押してください。

申請者の現在お住まいの住所を記入

してください。東京都外でも、対象シス

テムの設置場所住所と異なっていて

もかまいません。

東京都外に住所のある会社でもかま

いません。

代表者印を押してください。
担当者の直通番号を記入して

ください。（携帯電話可）

手続代行をする会社又は拠点の代表

者を記入してください。

記 入 例 東
京

捨印(実印）を押してください。法人用、マンション

管理組合用の申請書も同様です。

対象システム設置完了日以降の日付を記入してください。（郵送の場合は

投函日、受付窓口に持参する場合には持参する日を記入してください）

東
京

実印を押してください。

申請者の現在お住まいの住所を記入

してください。東京都外でも、対象シス

テムの設置場所住所と異なっていて

もかまいません。

東京都外に住所のある会社でもかま

いません。

代表者印を押してください。
担当者の直通番号を記入して

ください。（携帯電話可）

手続代行をする会社又は拠点の代表

者を記入してください。
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【対象システム概要】

①

②

③

④

太
陽
熱
利
用
シ
ス
テ
ム

１）対象システム設置場所住所
〒

2）対象システムを設置した住宅種別
総戸数

（集合住宅の
場合のみ）

戸

３）対象システム設置完了日 平成 21 年 5 月 10 日

４）システム種類（熱の用途）

５）対象システム製造メーカー名 ×○×○　コーポレーション

６）対象システム型式 Ｈ１２３４５

７）集熱器（集熱パネル）型式

ＨＨ５４３２１

８）蓄熱槽型式 ＳＨ３２１

申請者住所と異なる場合のみ記入してください。

住民票が必要（住民票の住所と申請者住所が一致します） 建物の登記簿謄本が必要

（建物の種類が「居宅」「共同

住宅」「寄宿舎」のものです。　申請者住所と同じ 　その他（下記に住所記載）

　給湯・暖房　給湯

　取得している 　取得していない

　申請者住所と同じ 　その他（下記に住所記載）　申請者住所と同じ 　その他（下記に住所記載）　申請者住所と同じ 　その他（下記に住所記載）　申請者住所と同じ 　その他（下記に住所記載）

　戸建住宅 　集合住宅（二世帯住宅※１含む）

９）対象システムのＢＬ部品認定取得の有無

１０）集熱器の面積と枚数
（小数点2桁未満四捨五入）

① 3.11 ㎡× 2 枚

② ㎡× 枚

③ ㎡× 枚

④ ㎡× 枚

１１）集熱器面積の合計
（小数点2桁未満四捨五入） 6.22 ㎡

１２）補助金交付申請額※２　　　　　　 205,200 円

積
算
熱
量
計

１）積算熱量計の型式承認番号 １１１１

２）積算熱量計の製造番号 １２３４５６

３）積算熱量計の有効期限 平成 29 年 12 月

設
置
方
法

１）建物区分Ａ 新築住宅は「１」、既築住宅は「２」を記入してください。

４）固定方法 建材一体型は「１」、架台設置型は「２」を記入してください。

2

２）建物区分Ｂ 持ち家は「１」、賃貸は「２」を記入してください。 1

３）設置場所 屋根（屋上）は「１」、バルコニーは「２」、壁面は「３」、その他は「４」を記入してください。 1

2

※１　いわゆる二世帯住宅のように、玄関が各世帯別である住宅、各世帯の居室が固定的な壁・扉等で明確に区分されてい
る住宅のいずれかに該当する場合には、集合住宅に該当します。

※２　補助金交付申請額には、対象システムの㎡当たりの補助単価に、集熱器面積の合計を乗じて得た額を記入してくださ
い。ただし、補助金の交付額の上限は、補助対象経費から対象システムに対し国及び区市町村が交付する補助金の額を控
除した額又は戸建住宅に設置した場合にあっては１，０００，０００円、集合住宅に設置した場合にあっては１，０００，０００円に

申請者住所と異なる場合のみ記入してください。

住民票が必要（住民票の住所と申請者住所が一致します）

１０）に記入した集熱器の面積と集熱

器の枚数の合計値を記入してください。

小数点以下がゼロの場合も、ゼロを記

入してください。（例：６．００㎡）。小数

点2桁未満は四捨五入します。

上記集熱器面積の合計に補助単価を

かけてください。百円未満は切り捨てで

す。

建物の登記簿謄本が必要

（建物の種類が「居宅」「共同

住宅」「寄宿舎」のものです。

平成22年度に申請をする場合

は、平成29年10月以降のもの

が必要です。

　申請者住所と同じ 　その他（下記に住所記載）

　給湯・暖房　給湯

　取得している 　取得していない

　申請者住所と同じ 　その他（下記に住所記載）　申請者住所と同じ 　その他（下記に住所記載）　申請者住所と同じ 　その他（下記に住所記載）　申請者住所と同じ 　その他（下記に住所記載）

　戸建住宅 　集合住宅（二世帯住宅※１含む）

除した額又は戸建住宅に設置した場合にあっては１，０００，０００円、集合住宅に設置した場合にあっては１，０００，０００円に
当該住宅の総戸数を乗じて得た額のいずれか小さい額とします。

申請者住所と異なる場合のみ記入してください。

住民票が必要（住民票の住所と申請者住所が一致します）

１０）に記入した集熱器の面積と集熱

器の枚数の合計値を記入してください。

小数点以下がゼロの場合も、ゼロを記

入してください。（例：６．００㎡）。小数

点2桁未満は四捨五入します。

上記集熱器面積の合計に補助単価を

かけてください。百円未満は切り捨てで

す。

建物の登記簿謄本が必要

（建物の種類が「居宅」「共同

住宅」「寄宿舎」のものです。

平成22年度に申請をする場合

は、平成29年10月以降のもの

が必要です。

　申請者住所と同じ 　その他（下記に住所記載）

　給湯・暖房　給湯

　取得している 　取得していない

　申請者住所と同じ 　その他（下記に住所記載）　申請者住所と同じ 　その他（下記に住所記載）　申請者住所と同じ 　その他（下記に住所記載）　申請者住所と同じ 　その他（下記に住所記載）

　戸建住宅 　集合住宅（二世帯住宅※１含む）
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【補助金振込先】

（注１）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

（注２）申請者の押印は実印とする。

（注３）選択項目については、枠内にチェックを入れてください。

【申請書提出時に必要な添付書類】

　１．太陽熱利用システム設置完了証明書（様式―熱共通第１号）

金融機関名
（カタカナ）

○○ギンコウ

支  店  名
（カタカナ）

シンジュクシテン

銀行番号 1 2 3 4 支店コード 0 0 1 預金種類

口座名義
（カタカナ）

トウキョウ　タロウ

口座番号
（右詰）

1 2 3 4 5 6 7

【他の補助金の申請状況】

区市町村への申請

区市町村名 ○○市 補助金交付額(予定額） 30,000 円

国等への申請

事業名

補助金交付額(予定額） 円

添付書類を忘れずに提

出してください。

金融機関名、支店名、口座名義はカタ

カナで記入してください。

普通 貯蓄 当座

　申請済み 　申請予定 　申請予定なし

　申請済み 　申請予定 　申請予定なし

普通 貯蓄 当座普通 当座普通 当座普通 当座普通 当座

　１．太陽熱利用システム設置完了証明書（様式―熱共通第１号）

　２．申請者の印鑑証明書（発行後３箇月以内のもの）

　３．住民票（対象システムを設置した住宅に居住している場合）又は建物の登記簿謄本（居住していない場合及び集合住宅の場合）

（発行後３箇月以内のもの）

　４．対象システムの設置状態を示す写真（集合住宅に設置した場合）（2部）

　５．対象システムのシステムフロー図（集合住宅に設置した場合）（2部）

　６．対象システムを設置した集合住宅の総戸数が確認できる書類（集合住宅に設置した場合）

　７．設置完了後に撮影した積算熱量計の写真（2部)

　８．積算熱量計の設置場所見取り図

　９．対象システムの設置に係る工事請負契約書の写し

　１０．対象システムの設置に係る領収書の写し

　１１．設置承諾書（様式―共通第１号）（設置した住宅が自己所有でない場合）

【個人情報に関する事項】

　本申請書により得られた個人情報は、「住宅用太陽エネルギー利用機器導入促進事業補助金交付要綱」第１７条第１項及び第２項並び
に法令に定められた場合を除き、本人の承諾なしに、第三者に提供することはありません。

添付書類を忘れずに提

出してください。

金融機関名、支店名、口座名義はカタ

カナで記入してください。

普通 貯蓄 当座

　申請済み 　申請予定 　申請予定なし

　申請済み 　申請予定 　申請予定なし

普通 貯蓄 当座普通 当座普通 当座普通 当座普通 当座
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(様式―熱Ｂ第４号)

平成 年 月 日

財団法人　東京都環境整備公社　理事長   殿

8 20

対象システム設置場所
住所

　財団法人東京都環境整備公社が定める「住宅用太陽エネルギー利用機器導入促進事業補助金交付
要綱」第７条第３項に基づき、下記のとおり申請します。

22

新宿区西新宿２－８－１

太陽熱利用システムＢ積算熱量計の撮影記録表

トウキョウ　タロウ

〒１６３－８００１

１１１１１－１１１１１

フリガナ
申請者氏名

記

太陽熱利用システムＢ

住宅用太陽エネルギー利用機器導入促進事業

補助事業番号

東京　太郎

様式―熱Ｂ第４号は、申請書提出後、公社から改めて補助金交

付申請に係る必要書類提出依頼書（兼設備認定通知書）の送付

があってから提出してください。（郵送の場合は投函日、受付窓口

に持参する場合には持参する日を記入してください）

記 入 例

公社から送付される補助金交付申請に係る必要

書類提出依頼書（兼設備認定通知書）に、申請者

の補助事業番号が記入されています。（10桁）

（手続代行者）

（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

【総発電電力量計の撮影記録表提出時に必要な添付書類】

　・公社が指定する月に撮影した積算熱量計の写真（２部）

【個人情報に関する事項】

撮影記録日

ＭＪ0

手続を代行する場合には下記枠線内も記入してください。その場合、公社からの提出書類等の確認に関する連絡は、手続代行者に行います。

2

※　積算熱量計表示欄には、添付の写真に表示されている指示値を記入して下さい。

2
積算熱量計表示※

22 月

会社名

日

（小数点以下は切り上げ）
0

年

（公社使用欄）

　本申請書により得られた個人情報は、「住宅用太陽エネルギー利用機器導入促進事業補助金交付要綱」第１７条第１項及び第２項並びに
法令に定められた場合を除き、本人の承諾なしに、第三者に提供することはありません。

フリガナ

平成 15

担当者名

2

8

様式―熱Ｂ第４号は、申請書提出後、公社から改めて補助金交

付申請に係る必要書類提出依頼書（兼設備認定通知書）の送付

があってから提出してください。（郵送の場合は投函日、受付窓口

に持参する場合には持参する日を記入してください）

記 入 例

公社から送付される補助金交付申請に係る必要

書類提出依頼書（兼設備認定通知書）に、申請者

の補助事業番号が記入されています。（10桁）

積算熱量計の指示値は、右詰で記入し

てください。小数点以下は切り上げです。

様式―熱Ｂ第４号は、申請書提出後、公社から改めて補助金交

付申請に係る必要書類提出依頼書（兼設備認定通知書）の送付

があってから提出してください。（郵送の場合は投函日、受付窓口

に持参する場合には持参する日を記入してください）

記 入 例

公社から送付される補助金交付申請に係る必要

書類提出依頼書（兼設備認定通知書）に、申請者

の補助事業番号が記入されています。（10桁）

積算熱量計の指示値は、右詰で記入し

てください。小数点以下は切り上げです。
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(1/2)

(様式―熱共通第１号)
平成 年 月 日22 5 15

０３－１１１１―１１１１電話番号

太陽熱利用システム共通

〒１３５－００５２

江東区潮見1-3-2
カブシキガイシャ　○×○×

（販売事業者）

住宅用太陽エネルギー利用機器導入促進事業
太陽熱利用システム設置完了証明書

販売事業者記入欄

太陽　元気

代表者
役職・氏名

事業者名

フリガナ

フリガナ

株式会社　○×○×
　　　　　　　タイヨウ　イチロウ

営業部

フリガナ

担当者名

　当社は、以下のとおり未使用品である住宅用太陽熱利用システムを申請者に販売し、設置したことを証
明します。

　また、積算熱量計を設置した場合は、住宅用太陽エネルギー利用機器導入促進事業積算熱量計設置
ガイドラインに基づき設置したことを証明します。

代表取締役　太陽　一郎

タイヨウ　ゲンキ

担当者部署名

住　　所

設置完了日以降で記入してください。（郵送

の場合は投函日、受付窓口に持参する場

合には持参する日を記入してください）

記 入 例

東京都外に住所のある会社でもかま

いません。

代表者印を押してください。
担当者の直通番号を記入して

ください。（携帯電話可）

両面印刷してください

- 19 -

0

0

500,000

100,000

100,000

うち、積算熱量計
の価格

０３－１１１１―１１１１

10

代
表
者
印

合　計　金　額

消　　費　　税

小計（消費税抜き金額）

3 設置工事費
うち、積算熱量計
の工事費

700,000

35,000

735,000

2 付属機器

Ｅメールアドレス

０３―２２２２―２２２２ＦＡＸ番号

設置者名（お客様名）

設置完了日 平成

設置住所

年

電話番号

補助対象項目 金　　額　　欄

※ 付属機器には、架台 / 積算熱量計/ 配管 / 表示モニターを含む。補助熱源の設置、屋根の補修等、太陽熱利用システム設置工事に
直接関係しない経費は含みません

1 太陽熱利用システム

フリガナ

（設置者）

solargenki@○○○.com

月 日5

〒１６３－８００１

新宿区西新宿２－８－１
トウキョウ　タロウ

東京　太郎

22

（太陽熱利用システム補助対象経費※内訳）　　 (単位：円)

設置完了日以降で記入してください。（郵送

の場合は投函日、受付窓口に持参する場

合には持参する日を記入してください）

記 入 例

東京都外に住所のある会社でもかま

いません。

代表者印を押してください。
担当者の直通番号を記入して

ください。（携帯電話可）

申請書に記入した設置完了日と同日で

あることを確認してください。

右詰で記入してください。対象システ

ムの設置工事に係る経費のみ記入し

てください。

両面印刷してください

直接関係しない経費は含みません。
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(1/2)

① ＨＨ54321

②

222222

3.11 2

対象システムのＢＬ部品認定取得の有無

④

111111

枚

集熱器面積の合計
（小数点2桁未満四捨五入）

㎡

枚

④ ㎡×

6.22

枚

③ ㎡×

枚

② ㎡×

㎡×

製造番号

蓄熱槽型式※ ＳＨ３２１
製造番号

集熱器の面積と枚数
（小数点2桁未満四捨五入）

①

集熱器（集熱パネル）型式※

製造番号

製造番号

製造番号

（太陽熱利用システム概要）

太陽熱利用システム種類

太陽熱利用システム製造メーカー名 ×○×○　コーポレーション

太陽熱利用システム型式 Ｈ１２３４５

③

　自然循環式太陽熱温水器　強制循環式ソーラーシステム

　取得している 　取得していない

- 20 -

（注）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

【個人情報に関する事項】

　本申請書により得られた個人情報は、「住宅用太陽エネルギー利用機器導入促進事業補助金交付要綱」第１７条第１項及び第２項並びに
法令に定められた場合を除き、本人の承諾なしに、第三者に提供することはありません。

担当者名 地球　冷子

電話番号 ０３－３３３３―３３３３
代
表
者
印

ＦＡＸ番号 ０３―４４４４―４４４４

Ｅメールアドレス earth@○○○.com

代表者名 環境　良男

担当者部署名 東京事業部

フリガナ チキュウ　レイコ

フリガナ ×○×○　コーポレーション

会社名 ×○×○　コーポレーション
フリガナ カンキョウ　ヨシオ

※太陽熱温水器を設置した場合は、記入不要です。

製造メーカー記入欄

　当社は、自社が製造した住宅用太陽熱利用システムを、上記販売事業者が申請者に販売し、設置した
ことを証明します。

（製造メーカー）

住　　所
〒１３５－００６４

江東区青海2丁目○×○×

（小数点2桁未満四捨五入）

海外メーカーの製品を輸入し、販売している場合は、ＢＬ部品認定の

申請をしている企業が記入をしてください。また、製造メーカーと販売

事業者が同じ場合でも、両方に記入をしてください。

代表者印を押してください。

　自然循環式太陽熱温水器　強制循環式ソーラーシステム

　取得している 　取得していない
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(様式―共通第１号)
平成 年 月 日

財団法人　東京都環境整備公社　理事長   殿

電話番号 ０３－１２３４－５６７８

ＦＡＸ番号＊ 承
諾
者Ｅメールアドレス＊

記

（承諾者）

承諾者住所  
〒１６３－８００１

新宿区西新宿２－８－１

フリガナ
承諾者氏名

トウキョウ　ハナコ

東京　花子

22 5 20

住宅用太陽エネルギー利用機器導入促進事業
対象システム設置承諾書

　財団法人東京都環境整備公社が定める「住宅用太陽エネルギー利用機器導入促進事業補助金交付
要綱」第７条第１項に基づき、下記のとおり、申請者による私が所有する住宅への対象システムの設置に
ついて承諾しました。

東
京

捨印(実印)を押してく

ださい。
申請書に記入している日以前の日付を記入してください。

記 入 例

東
京

承諾者が複数名いる場合は、人数分の承諾書が必要です。

（１枚に１名分の記入です） この用紙を人数分プリントアウト

し、使用してください。印鑑は各承諾者の実印が必要です。

実印を押してください。

（注１）この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とすること。

（注３）選択項目については、枠内にチェックを入れてください。

【個人情報に関する事項】

　本申請書により得られた個人情報は、「住宅用太陽エネルギー利用機器導入促進事業補助金交付要綱」第１７条第１項及び第２項並びに
法令に定められた場合を除き、本人の承諾なしに、第三者に提供することはありません。

（公社使用欄）

設置場所住所 新宿区西新宿２－８－１

フリガナ
申請者氏名

トウキョウ　タロウ

東京　太郎

（注２）この様式は、申請者が、自己の所有に属さない都内の住宅に、所有者の承諾を得て対象システムを設置した場合に提出してくださ
い。

＊のマークが付いている項目の記入は任意です。

（設置概要等）

対象システム種別 太陽熱利用システムＢ

対象システム 〒１６３－８００１

者
実
印申請者との関係

東
京

捨印(実印)を押してく

ださい。
申請書に記入している日以前の日付を記入してください。

記 入 例

東
京

承諾者が複数名いる場合は、人数分の承諾書が必要です。

（１枚に１名分の記入です） この用紙を人数分プリントアウト

し、使用してください。印鑑は各承諾者の実印が必要です。

実印を押してください。

承諾者から見た申請者との関係を選択してください。

　親族 　賃借人 　その他
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《添付資料サンプル１》 

※建物の登記簿謄本は、対象システムを集合住宅に設置した場合、又は補助事業者が対象システ

ムを設置した住宅に居住していない場合に提出をしてください。 

 

 

 
① 建物の種類は、この欄で確認してください。 
 
＊ 補助金の交付対象となる住宅は、登記簿謄本（全部事項証明書又は現在事項証明書）に

よって、建物の種類が「居宅」、「共同住宅」、「寄宿舎」と登記されているものです。ま

た、「店舗・共同住宅」など、建物の一部を住宅以外に使用している場合でも、その建物

の主な用途が住宅であることが登記簿謄本において確認することができれば、申請する

ことができます。 
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《添付資料サンプル２》  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 

写真協力：愛知時計電機株式会社 

 
 
※ 必要書類Ａ「設置完了後に撮影した積算熱量計の写真」及び必要書類Ｂ「公社が指定する

月に撮影した積算熱量計の写真」は、①メーターの指示値、②型式承認番号、③製造番号、

④有効期限がはっきりわかるように写真を撮ってください。 
 
①  メーターの指示値は、この部分で確認してください。 
②  型式承認番号は、この部分で確認してください。 
③  製造番号は、この部分で確認してください。 
④  有効期限は、この部分で確認してください。 

 
＊ 検定品及び基準適合品には、上記のような検定ラベル又は適合ラベルが貼ってあります。 
＊ 積算熱量計の有効期限は、平成２１年度中に申請をする場合は平成２８年１０月以降、

平成２２年度中に申請をする場合は平成２９年１０月以降である必要があります。 

積算熱量計写真サンプル 

３ 

 

 

製造番号は側面中段に記されています。 
例）「２５ＥＮ３３００４６－５」 

 

基準適合証印 

１

４ 

２
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《添付資料サンプル３》  

積算熱量計の設置場所見取り図サンプル 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※ 積算熱量計の設置場所見取り図は、公社又は公社の指定する者が積算熱量計の検

針を行うために、太陽熱利用システムＢが設置された住宅の敷地内に立ち入る際

に参考にするものです。上記サンプルのように、太陽熱利用システムＢが設置さ

れた住宅の敷地内のどこに積算熱量計が設置されているのかを簡単に図で示して

ください。 
※ 積算熱量計の設置場所見取り図は、２５ページの用紙を複写し、手書きで記入し

ていただいてもけっこうです。 
※ 検針をする際に、注意する事項があれば、備考に記入をしてください。（住宅の敷

地内に犬がいるなど。） 
※ 積算熱量計の設置場所見取り図には、①申請者氏名、②対象システム設置場所住

所、③積算熱量計製造番号 を明記してください。 

Ｎ 

住 居 

玄関 

積算熱量計 

公 道

門 
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積算熱量計の設置場所見取り図 

 
 Ｎ 

【備考】  
 

 

 

 

① 申請者氏名【             】 
② 対象システム設置場所住所 
【                                  】

③ 積算熱量計の製造番号【             】 
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（写真を貼付してください） 

① 申請者氏名 
【                】 
 
② 対象システム設置場所住所 
【                                  】

 
③ 撮影日 
 【平成   年   月   日】 

※ 写真の裏面には、申請者氏名を記入してください。 
※ デジタルカメラの画像などを A4用紙にプリントアウトした場合は、この貼付
用台紙を使用する必要はありません。 

 

写真貼付用台紙 
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補助金交付申請チェックシート 

（必要書類 A提出時） 
 
【記入について】 

■ 共通チェック項目 

 チェック項目 チェック欄 

1 

太陽熱利用システムＢ補助金交付申請書（兼設置完了報告書）の種類は間違

いないか。 
（申請書には、個人用（様式―熱Ｂ第１号）、法人用（様式―熱Ｂ第２号）又

はマンション管理組合用（様式―熱Ｂ第３号）の３種類があります。） 

 

2 
申請書の記入欄に未記入はないか。 
（選択項目には、チェックが入っていますか。一つの選択項目に、複数のチ

ェックが入っていませんか。） 

 

3 申請書の記入日は、設置完了日以降か。  
4 申請書に、捨印は押してあるか。  
5 設置完了日は、平成 21年 4月 1日から平成 23年 3月 31日までか。  

6 
集熱器の面積は、東京都地球温暖化防止活動推進センターのホームページに

掲載されたものと一致しているか。 
 

7 
補助金振込先の口座名義は、申請者と同一か。 
（申請者がマンションの管理者の場合は、マンション管理組合の口座と同一

ですか。） 

 

8 国による補助金の申請をしている場合は、交付決定番号を記入しているか。  
 

■ 集合住宅に設置した場合のチェック項目 

 チェック項目 チェック欄 

1 申請書の対象システム概要 ２）に集合住宅の総戸数を記入しているか。  
 

【添付書類について】 

■ 共通チェック項目 

 チェック項目 チェック欄 

1 
必要添付書類はすべて揃っているか。 
（補助金交付要綱の別表１をもう一度確認してください。） 

 

2 
印鑑証明書、住民票、建物の登記簿謄本は原本か。また公社が受け付けた日

（窓口への到着日）に発行後 3箇月以内か。 
 

3 
積算熱量計の写真は、メーターの指示値、型式承認番号、製造番号、有効期

限がはっきり写っているか。 
 

4 
対象システムの設置に係る工事請負契約書及び領収書の宛名は申請者の氏名

か。 
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■ 集合住宅に設置した場合のチェック項目 

 チェック項目 チェック欄 

1 
対象システムのシステムフロー図（2部）、総戸数が確認できる書類（１部）
を添付しているか。 

 

 

 

（必要書類 B提出時） 
【記入について】 

 チェック項目 チェック欄 

1 積算熱量計の写真撮影をした月は、公社が指定した月か。  
 

【添付書類について】 

 チェック項目 チェック欄 

1 
必要添付書類はすべて揃っているか。 
（補助金交付要綱の別表 2をもう一度確認してください。） 

 

2 
積算熱量計の写真は、メーターの指示値、型式承認番号、製造番号、有効期

限がはっきり写っているか。 
 

 
 



 

 

平成２１年度・２２年度 

住宅用太陽エネルギー利用機器導入促進事業  

手続の手引き【太陽熱利用システムＢ編】 
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